
自分では心当たりのない物の

請求書がきて困っている

郵便物がたくさん来るけど、

どんな手続きが必要なのか

わからない

今は大丈夫だけど、年を取ってからの

金銭管理や身の回りのことが心配だ

最近、親から

通帳や印鑑をなくしたと

頻繁に相談がある銀行や保険のこと、本人では難しいので

代わりに手続きしたいが、

「本人でないと手続きできない」と言われた

成年後見制度とは、病気や障がい、加齢などの様々な事情で判断能力が低下している方に対し、

裁判所から認められた後見人が契約行為や財産管理等を支援する制度です。

成年後見制度相談会
日時：平成 30 年９月 26 日（水）午後１時～４時

場所：東御市総合福祉センター １階 相談室２

相談員：上小圏域成年後見支援センター

（上田市社会福祉協議会） 主事 竹鼻 やすえ 氏

お問い合わせ・お申込み：

東御市福祉課 地域包括支援係 TEL 0268-64-5000

福祉援護係 TEL 0268-64-8888

相談無料


